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○西委員 ソレイユ堺の西でございます。お疲れさまでございます。きょう午前中の質問を聞

きながら、ちょっとお昼休みは憤っていたわけでありますけれども、議会のチェック機能と

か、それを自分みずから権能を落とすようなお話があったり、もしくは比較の程度にちょっ

と、データを扱ってきた者としては非常にいいかげんなグラフが使われるという、こんな委

員会は何なんだろうということで昼間憤ってたということだけ申し上げたいと思いますが。 

さて、通告に基づいて質問をさせていただきたいと思いますけれども、大綱質疑で友好都

市、特に国内の友好都市の活用についてるる申し上げさせていただきました。今、東吉野村

や田辺市とも交流が促進をされているということはもちろん承知をしているところでありま

すけれども、そのほかにも、あのときも申し上げましたけれども、環境観点や、さらには青

少年の健全育成の観点、さらにはほかの市の取り組みをいろいろ聞いていますと、産業振興

等々にもよく生かされている場合もあるという話を聞きます。 

そういった中で、今、友好都市どこで所管をされてるんですかとお聞きをすれば、文化観

光局だということなんですけれども、その根拠についてお示しをいただけますでしょうか。 

○松本行政管理課長 国内の友好都市に関する業務につきましては、本市と友好都市間との交

流事業の一層の推進を図っていくため、文化課がその事務を分掌しているところでございま

す。以上でございます。 

○西委員 というわけで、今、先ほど申し上げたように、友好都市間の交流事業の一層の推進

を図っていくため、文化課がということなのでありますけれども、もっと、文化課がもちろ

ん頑張ってくださってると思います。それを頑張ってないということはもちろん毛頭申し上

げる気はありませんし、ただ、それ以外の分野も含めると、果たして文化観光局なのかなと

いうところは少し疑問に思っているところでありますけれども、さらにさまざまなテーマに

展開をしていくというためには、文化観光局よりもさらに広いところに、広い分野を所管で

きるようなところに移していくという必要があるんじゃないかと思いますけど、いかがでし

ょうか。 

○松本行政管理課長 事務の所管課を変更する、いわゆる事務移管につきましては、これまで

の経過や現在の取り組み状況に加えて、本市と友好都市が有する魅力や特色を生かし、相互

交流をさらに発展させるためには、どの部署が中心的な役割を果たすべきかという観点から

検討する必要がございます。委員お示しの事務の分掌につきましても、そのような点を踏ま

え、関係所管の意見等を聞きながら今後検討していきたいと考えております。また、友好都

市との相互交流をさらに発展させる取り組みが庁内各部局から上がってくるような発信を行

うよう、現所管に働きかけていきたいと考えております。以上でございます。 

○西委員 まずは各部局に、ほかの部局へ働きかけていくという御答弁ですので、ぜひそれを

お願いをして、もっともっとさまざまなテーマで活性化をして、別に友好都市にお金を落と

してあげなさいという意味のつもりは、御理解していただいてると思いますけど、そういう
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つもりではなくて、堺のためにまだまだ活用できる方法はいっぱいあると思いますので、ア

イデアも含めて出していただきたいと思います。よろしくお願いをしたいと思います。 

次に、先日、市税事務所の統合について御説明をいただきましたけれども、御説明を議員

のところに資料をいただいておりますけれども、現在の市税事務所の業務についてお示しく

ださい。 

○松尾税政課参事 現在の市税事務所におきましては、個人市民税、固定資産税、軽自動車税

等の課税業務及び市税の徴収業務を行っております。これらの業務を大きく分けますと、市

税に関する申告等の受け付け、課税内容の説明、納付の相談などの窓口業務と、申告課税資

料に基づきます税額の決定や収納業務などの内部事務を７つの市税事務所と固定資産税事務

所で行っておる次第でございます。以上です。 

○西委員 非常に、区役所へ行くと、市税事務所の窓口の皆さんは頑張っておられて、いろい

ろと、深刻な話も含めて熱心にされてるなと思うところであります。これが統合されるとい

うことをお聞きして少し驚いたわけでありますけれども、この統合の意義についてお示しく

ださい。 

○松尾税政課参事 市税事務所を統合いたします意義につきましては、税務執行体制の強化が

挙げられます。現在分割されておる組織を統合しますことによりまして、税務業務の効率化

を図り、より一層の適正な課税や徴収体制の強化によりまして、税収の確保につなげてまい

ります。また、業務の合理化によります組織のスリム化に伴いまして、人員削減など、行財

政改革を推進することができると考えております。 

次に、職員間の情報共有、税務職員としての知識やノウハウの承継が容易になり、人材の

育成が進むことで、より高いレベルの業務執行が期待できると考えております。以上でござ

います。 

○西委員 では、この時期、あとどこに統合される予定なのか、お示しください。 

○松尾税政課参事 統合後の市税事務所の開設時期、場所につきましては、平成３０年１月を

目途に、三国ヶ丘駅前に建設中の庁舎内に新しい市税事務所の開設を予定しております。以

上でございます。 

○西委員 統合して、それぞれの区にはサービスコーナーが置かれるというふうに聞いており

ます。このサービスコーナーで行う業務についてお示しください 

○松尾税政課参事 各区に設置予定の市税のサービスコーナーにおきましては、市民課で発行

できない税証明の発行、市税に関する申告、相談、原動機付自転車のナンバープレートの交

付、納税相談など、現在の市税事務所へ来庁されるニーズの高い業務を取り扱うことを想定

しております。また、区役所会場での個人市・府民税の申告につきましても、統合後の市税

事務所から職員を派遣するなど、従前どおり各区において行ってまいります。以上でござい

ます。 
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○西委員 従前どおり行ってまいりますという中で統合されるわけでありますけれども、この

今おっしゃっていただいたサービスコーナーで行う業務について、どのような組織で対応さ

れるということなのか、お示しください。 

○松尾税政課参事 各区役所の税務窓口の組織につきましては、総務局とも調整中ではござい

ますが、正規職員、再任用職員や人材派遣も含めた複数職員から成るサービスコーナーを設

置いたしまして業務を行ってまいります。また、堺区の窓口は、統合後のサービスコーナー

の統括課を兼ねた組織として位置づけまして、当該統括課において、堺区を含め各区の窓口

を統括・指揮しつつ円滑な窓口運営を図ってまいります。以上でございます。 

○西委員 具体的には、それこそ個人情報の問題がありますので申し上げませんけども、かな

り市税事務所でお話をされてる内容というのは非常に深刻な話とか、なかなかその場で判断

をするのが難しい話もたくさんあるように、市民の方からもお聞きをしてますし、そう理解

をしているところであります。 

そういった中で、３０年１月に移行する、この内容をする、行財政改革として重要だとい

うことは同意をするところでありますけれども、なかなかこの内容が３０年１月に突然大き

く変わる状況にあるというのは非常に不安だなということは申し上げざるを得ないかなと思

っております。ましてや、市長はいつも庁内分権ということをおっしゃられてまして、区役

所に権限をおろして、さらには市民の皆さんとどう詳しく寄り添っていけるかということを

市長はいつもおっしゃられてるように私は理解をしているところでありますし、これは今、

質問でお聞きをしても全く同じお答えをいただけると確信をしてますのでお聞きはしません

けども、そんな中で、３０年１月に大きく変わるということであります。 

そんな中で、今お答えをいただいたのは、正規職員、再任用職員、そして人材派遣も含め

た複数職員から成るということですから、最低３人はいらっしゃるんだろうなと思うわけで

ありますけれども、それ以上は総務局と調整中ですということですので要望のみにとどめま

すが、できる限り判断ができる方といいますか、正規職員といっても判断ができ得る方を置

いていただいて、当面の間激変緩和ということで、最終的には今おっしゃられたような業務

スタイルになるとしても、そこのところは区民から見ればいきなり行ったら変わってました

ということにならないように、激変緩和をある程度配慮していただく要員配置にしていただ

きたいなと思いますので、それ以上は調整中のことはあんまりこちらから言うのもあれなん

でとどめますけれども、お願いしておきたいなと思っております。 

次の項目に移らせていただきたいと思います。広報についてであります。 

先日、大綱でも日経ＤＵＡＬについて御答弁をいただきました。これ、日経ＤＵＡＬ１個

だけの話をこれだけ堺市議会で議論されてるというのは、日経ＤＵＡＬさんも思ってないか

もしれないんですけれども、この間、日経ＤＵＡＬのランキングというのは非常にこの議会

でも話題になってきたところであります。 
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この日経ＤＵＡＬの共働きしやすいまちランキングの概要について、改めてお示しくださ

い。 

○浦部シティプロモーション担当課長 このランキングは、共働き世帯に向けた情報サイトで

ございます日経ＤＵＡＬと日本経済新聞社が共同で自治体の子育て支援に関する調査を実施

し、その結果をもとに、子育てしながら働きやすい都市を日経ＤＵＡＬの独自指標でランキ

ングした結果を発表したものと聞いてございます。設問が、教育委員会や健康福祉教育、子

ども青少年局と他局にまたがるため、子ども青少年局において取りまとめを行い、回答した

ものでございます。 

同サイトの発表によれば、堺市は対象１４７都市の比較で、名古屋市、川崎市と並ぶ３３

位となっており、関西では１位、西日本で２位に選ばれてございます。以上でございます。 

○西委員 子育てしながら働きやすいまちのランキングで、ことしも関西で１位、西日本で２

位、本当に堺市が子育てしやすいまちとして評価をされていて、市長の取り組み及び皆さん

の取り組みが評価をされているということで、喜ばしいことだなと思っておりますけれども、

去年より議会でこの話題はずっと出てますけれども、このランキング、昨年度も実施されて

いますけれども、この内容について、違いがどこにあると認識をされてるか、お示しをくだ

さい。 

○浦部シティプロモーション担当課長 委員お示しいただいてるとおり、昨年というのは、対

象は８１都市の比較で、昨年は福岡と並ぶ１１位ということで、関西で１位、西日本で２位

というのは変わりないんですが、昨年度は１１位ということでございます。 

ランキングについての採点基準や方法というのがいまだ明らかになってございませんが、

同サイトの評価のポイントとかということが、上位１０都市高評価ポイントということで紹

介されておりますということで、この分析を子ども青少年局で今現状で行っているところに

よりますと、例えば、前年度には評価のポイントとなっていた独自の医療費助成制度がこと

しは余り大きなポイントとなっていない点や、小学生の放課後児童対策、いわゆる学童保育

に関する設問がふえておるといったようなことが評価ポイントの違いということで考えてご

ざいます。以上です。 

○西委員 実は残念ながらということからまず申し上げなきゃいけないのかもしれませんけど、

１１位から３３位になってしまったということであります。しかしながら、堺が競合する対

象は、この３３位になったところの多くを見れば、間には関東圏の都市がほとんど入ってき

ています。 

そういった意味で、堺の競合先は誰ですかといえば、関東の各市ではなくて、やはり関西

の周辺市であると思いますので、依然として関西で１位、西日本で２位ということは、ラン

キングをある意味タイトル維持できたというか、守れたということは非常にすばらしいこと

なんだなと、これはよかったなと思うわけでありますけれども、この中で、こういうアンケ
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ート、聞くところによれば、去年よりも他市さんは非常に必死で、この日経ＤＵＡＬのアン

ケートは重要だということで、アンケートを去年よりも真面目に書いた人もたくさんあるそ

うだという話も漏れ聞こえてきているところであります。 

そういった意味で、この日経ＤＵＡＬなり日経新聞の調査って重要だということは皆さん

理解をしていただいてるところだと思いますけれども、この内容、このアンケートに対して、

日経や日経ＤＵＡＬに対して、堺市から積極的な情報提供が行われたのかどうか、お示しく

ださい。 

○浦部シティプロモーション担当課長 今回回答しました所管部局がアンケートを行った会社

に対して回答以外のアプローチを行ったりとか、特に積極的な情報提供を行ったということ

は聞いてございません。また、こうしたアンケート調査というのは、これまでの通例では、

関係部局による回答ということで行っておりまして、シティプロモーション等の部局が関与

したということはございません。以上です。 

○西委員 つまり、各部局任せで、これほどまでに重要なアンケートだったのに各部局任せで、

プロモーションの観点からアプローチができてなかったという現状は、残念ながら、残念だ

ということは申し上げないといけないと思います。結果として、積極的なアプローチをしな

くても、堺市の状況が余りにもよかったのでかはわかりませんけども、状況がよかったので

関西で１位になったということであります。 

民間が、民間がという議論は、私はあんまり好きではありませんけれども、多くのメーカ

ーさんは、自分の商品が非常にこういうすぐれた商品であるということを、例えばスイーツ

とかをイメージしていただいたらわかると思いますけども、このスイーツを、今、発表しま

したよ、このスイーツはこのようにおいしいですよ、こういうふう栄養もありますよと、こ

ういう価値がありますよということは、当然、各雑誌に対してメーカーさんはＰＲして、発

表しています。プレスリリースを持って、場合によっては重要な媒体であれば説明をして重

要視しています。 

さらには、健康の観点からいえば、この指標が、今、雑誌としても評価されるべき指標で

すよということもよく生命保険会社さんとかが、研究所とか何とか戦略研究所とかつくられ

て、自分の商品を売り込むんじゃなくて、この価値観が、今、重要なんですよということも

プレスリリースをされて発表されてるのは、皆さん、新聞等々でごらんになってることだと

思います。 

そういった意味では、この２つの課題が私はあると考えていまして、１つは、このような

アンケートは、市政にまつわる、特に子育てや人口誘導ということは、市政の中での一番の

ホットトピックの１つですから、こういうところにまつわる部分のアンケートはぜひあるこ

とを庁内共有をして、戦略的にしっかり回答していく。部局がさぼってると言うつもりはあ

りません。真面目に答えてらっしゃると思います。 
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でも、プロモーションの観点から、今この雑誌はこういうことを特集しようと思っている

よなということを、そこのアンケートからにおい立つこともできますから、そういうことも

含めてアンケート情報をプロモーションの観点で引っ張り上げて、そこからその雑誌社さん

に対して、もしかしてこういう特集を組もうとしてませんか。我が市はこういうことをやっ

てるんですよ。ぜひこういうことも取り上げてくださいね。日経ＤＵＡＬのランキングでも

そうです。場合によってはその中で、その関連した特集を組む取り組みの１つとして堺市の

取り組みを取り上げていただいたら大きいじゃないですか。だから、そういう意味でもやっ

ぱり各雑誌社さんに東京から持っていくなり御説明をしていく、そういうこともひとつ大事

なんじゃないかなと思いますし、もう２つ目の観点は、アジェンダセットといいますか、こ

ういうことが、今、重要だと、地方自治体の最前線ではこういうこと重要になってますよ、

こういうこと大事になってますよということも、雑誌社さんに、もしくはほかの媒体に対し

て御説明をしっかりしていく、アジェンダセットをしていく。 

そういう２つのことをぜひやっていく必要があると思いますが、特に東京事務所ですね、

なかなか堺から東京へ行って、多くの媒体社さんは東京に本社がありますから、編集部があ

りますから、なかなか堺から一々そう言われましても、東京へ出張へ行って御説明するのは

というのはあると思います。だからこそ、東京事務所の権能強化をして、東京事務所から各

媒体社、東京の中央の省庁に行くだけじゃなくて、常に専任担当がいらっしゃって、各媒体

社や各メディアに対してしっかりと宣伝をしていく、しっかりと堺の取り組みを取り上げて

いただく、そういう活動をしっかりしていただいて、それが人口誘導につながれば本当にす

ばらしいことだと思います。実際、日経ＤＵＡＬの調査は皆さんそのように活用されてるじ

ゃないですか。 

そういうことも含めて、ぜひそういう取り組みが必要だと思いますが、当局のお考え、御

説明をいただけませんでしょうか。 

○浦部シティプロモーション担当課長 委員お尋ねの人口誘導に関しては、今議会の渕上議員

の大綱質疑におきまして市長公室長も答弁したとおり、政策全般のプロモーションというの

は、これまでシティプロモーション担当、歴史文化を軸に取り組んできた経緯ございますけ

れども、こうしたこれまでのプロモーションと同じく、大変今後重要になってくるかと認識

しており、各事業を所管部局でしっかりと政策、施策、事業を取り組んでいただくこと、こ

れに加えまして、そこの情報をしっかりと発信していくことが重要であると考えてございま

す。 

今回お尋ねのアンケートに際しましては、堺市の子育てに係る先進的な取り組みをしっか

りと説明して、本市の持つ魅力を適切に媒体に売り込んでいくということが堺市のイメージ

を高め、ひいては人口誘導を促す１つのきっかけになると考えてございます。 

今後、先ほど御指摘いただきましたアジェンダセットとかも検討しながら、東京事務所と
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の連携、もしくは関係部局とのより一層の情報共有に努めて、これまでのシティプロモーシ

ョンの取り組みで培ったノウハウも最大限に活用して、媒体への働きかけも取り組んでいき

たいと考えてございます。以上でございます。 

○西委員 ぜひお願いしたいと思います。よくよく承知をしているのは、何度もこの場所でも

申し上げて繰り返しになりますけども、８年ほど前にこの総務財政委員会でプロモーション

の議論をさせていただいたことを思えば、そのときの議論の内容を思えばもう隔世の感あり

で、シティプロモーション担当として本当にそれを理解していただいてるのはわかってます

し、全庁そういうプロモーションが大事だということも皆さん理解していただいて頑張って

いただいてると本当に理解をしてるところでありますが、文化観光のみならず、やっぱり人

口減少社会と言われてる中で、人口を誘導してくる。特に、東京から例えば転勤してくる人

って何の情報もないんですよね。ネットで調べたり、じゃあ堺に住もうか、それとも泉州の

ほかの市に住もうか、大阪のどこに住もうか、場合によっては兵庫に住もうか、そういうと

きに比べるときの１つの材料で、おっ、堺いいなとなって、堺に人口誘導してくれるんであ

れば、引っ越してきていただけるんであれば、それは本当に価値のあることだと思いますの

で、そういう観点も含めてですね、ぜひ東京事務所の強化も含めてぜひお願いをしたいと思

います。よろしくお願いしたいと思います。 

その一環で、大綱質疑の中でＳａｋａｉｓｔを配っていますという話が出てきました。こ

のＰＲ冊子Ｓａｋａｉｓｔを、改めて、どのような方法で配られてるかお示しください。 

○浦部シティプロモーション担当課長 平成２４年度発行の創刊号から、堺市に興味をお持ち

の方の手に渡ることを期待して、主に駅置きの配布を行ってまいりました。特に平成２５年

度以降は、主に首都圏の鉄道駅において重点的に配布を行い、２５年度、２６年度ともに、

発行部数の６割以上に当たる７万部強を首都圏において配布しております。以上でございま

す。 

○西委員 それでちょっと気になったのは、堺出身の東京に在住の方とかはよく読んでくれる

と思うんですね。地元の出身地の情報が載ってる、今、堺はどんな感じやろうとよく読んで

くれると思います。どこかで堺という言葉を聞いた人は、気になって読んでくれると思いま

す。でも、私が思うに、堺を好きになってもらいたいというのは、堺をよく知ってる方より

も、堺のことを何か、和歌山の隣ちゃうかと言うている人もいますし、堺ってどこにあるの

ぐらいに思ってる人、そういう人が堺を好きになってくれればいいな。その入り口として、

このＳａｋａｉｓｔって本当にすばらしいものだと思っていますけども。 

それはＳａｋａｉｓｔというタイトルで置いてあって、そういう人が手にとってくれるか

なと少し心配になってるところでありますけれども、これもこういうふうな、そういうふう

な方に対して、堺を知らない、もしくは堺いう名前しか聞いたことがないという方に対して、

例えば旅の手帖に載っているとか何とかウォーカーに載ってるとか、そういうときに、そう
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いう入り口から入ってくる人に対して、堺を知ってくれたら堺ファンはもっとふえると思う

んですね。深めることも大事やと思いますけど、広げることも大事かなと思いますけれども、

その点について、どのように対応していただいてるかお示しください。 

○浦部シティプロモーション担当課長 平成２６年度以降、本市にかかわりの少ない方にも堺

市の情報を届ける方法として、従来の鉄道駅に傾注した配布に加えて、新たに市販の雑誌と

のタイアップと申しますか、同様の記事を市販の雑誌に掲載を行ってございます。平成２６

年度は交通新聞社発行の、先ほど名前を出していただきました旅の手帖に４ページ、平成２

７年度は散歩の達人、女子旅行編というところに４ページを掲載させていただきました。 

本年度は、この２年間の実績を踏まえて、さらに、ことりっぷマガジンに４ページと日経

ウーマン４ページと、２つの雑誌で８ページを、Ｓａｋａｉｓｔの予算の中で市販の雑誌に

掲載するというような取り組みを行っております。雑誌販売部数は、この２つの雑誌で合計

約２０万部、女性を対象に堺を知ってもらう機会をふやしたところでございます。以上です。 

○西委員 いろいろと雑誌に取り上げれるように頑張っていただいてることはありがたいこと

だなと思いますけども、こういうこと、ターゲットは大事だと思いますけど、ターゲットは

どのように考えておられますか。 

○浦部シティプロモーション担当課長 平成２６年度以降、この雑誌もあわせましてですけど

も、主に２０代から４０代の女性をメインターゲットと位置づけて、観光関連だけではなく、

住環境とか子育ても一部取り上げたところでございます。今後とも、定住誘導についての情

報もあわせて掲載しながら、ターゲットを絞り込んでいきたいと考えてございます。以上で

す。 

○西委員 ぜひ、先ほど申し上げた政策的なことの広報、あわせて堺のイメージアップ、観光

の広報をぜひ東京でほかの、東京だけじゃないですけども、東京中心に頑張っていただきた

いなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

ゆるキャラについての項目に移らせていただきたいと思いますが、このゆるキャラですね、

それぞれファンがおりますもんで、これを取り上げようとするだけでいろんなところから圧

力がかかってますけども。 

本当はこれ、名前なしで各局長さんにクイズを出したいと思っておりました。それぞれ何

という名前ですかというのを聞こうと思ったんですけども、実は庁内で、平場でですけども

いろんな方とお話をして、具体的な名前は何も言いませんが、全部答えれる人って実は余り

いないんですよね。たくさん数が多過ぎて、名前が覚えられないということも多々あるんで

すけれども、このゆるキャラの数、数はここに、画面にも映ってますけど、数と取り組みの

概要についてお示しをいただけますでしょうか。 

○浦部シティプロモーション担当課長 お示しのとおり、現在、市に関係あるキャラクターは

現在８体でございます。こちらは市ホームページで「さかいキャラだよ、全員集合～！」と
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銘打って、各キャラクターの紹介ページを公開して、市ホームページのトップページから誘

導できるようなバナーも設置しているところでございます。各ゆるキャラは、各部局の施

策・事業等にかかる広報とか啓発等を図るという目的で制作されておりまして、私、御答弁

させていただいておりますけれども、全体を統括するような部署が今はない状態でございま

す。 

各キャラクターを戦略的に活用することは、都市イメージの向上、緩やかに興味を持って

いただけるというようなことで、シティプロモーション担当において、ゆるキャラグランプ

リのエントリーを勧奨する等、各所管課との情報共有を行うための連絡会議を、私どものほ

うが事務局となって設置しているのが現状でございます。以上です。 

○西委員 いろいろ連絡会議をやっていただいて８体あるということなんですけども、それぞ

れどういうときに活躍されてるんですか、どういうために主にやるんですかとお聞きをすれ

ば、現場現場でＰＲ活動するときに非常にタッチがソフトになるといいますか、そういうふ

うにやわらかいタッチでＰＲ、チラシを受け取っていただいたりすることとか、話を聞いて

いただきやすくなったりということを目的にされてることも多々あるというふうに、いろい

ろ現場現場でお聞きをするわけでありますけれども、さて皆さん、私は堺の議員なのに残念

なことを申し上げなきゃいけないんですけども、多分それぞれのゆるキャラがいるより、正

直なところ、くまモンとふなっしーがビラを配ったほうが人は集まると思うんですよね。 

つまり、今、数が多過ぎて、それぞれ確かに雰囲気はやわらかいんで、そういう観点で一

定人気があると思いますけれども、わあ、何とかやと言って集まってくる子どもたちという

のがいないことはありません。これはいないと言ったら、もうそれこそいろんなところから

圧力にさらされるわけですけども、少ないなというふうに言わざるを得ないなと。 

つまり、強いキャラクターをしっかりとつくって、そこに戦力を集中投下しないと、そん

なに予算がたくさんあるわけではありませんし、滴のような力をたくさん集めていって大き

な力にして、それでてこを動かしていくというのは広報の大原則であります。 

そんな中で、どんどんどんどん、またキャラクターがふえていってるような気がしてなら

んのですけども、それぞれ活動をやめてくださいとまで言う気はありませんけれども、強い

ゆるキャラをしっかりとつくって、それを中心にＰＲをしていく。全ての場面でその強いゆ

るキャラは登場していく、それをみんなで育てていくという観点が重要なんじゃないかなと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○浦部シティプロモーション担当課長 このお示しいただいてるそれぞれのキャラクターとい

うのは、区民発意で作製されたものであったりとか、その事業に伴って公募による作製をし

たものとか、それぞれの経緯、いきさつを持ってございます。また、それぞれの事業に合致

したデザインということで、それぞれの事業でいいますと、一律に要不要というのをシティ

プロモーションの観点で分けられるものではないかなと考えてございます。現行、市外ＰＲ
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に関しましては、以前、市長が議会において御答弁させていただきましたが、観光コンベン

ション協会のザビエコが中心になって活動するというようなことで、ザビエコが市外に出向

いているという状態でございます。 

キャラクターに関しましては、引き続き各所管課がその効果性を高めていただきながら、

それぞれのふさわしい場でさらに活躍していただきたいと考えているところでございます。

以上です。 

○西委員 こういうのは余り言い過ぎると、現場でこれを考えた皆さんや、それぞれいらっし

ゃる応援団に非常に嫌われるわけでありますけれども、しかし、広報としてはこれ言わざる

を得ないなというふうに考えているところであります。 

一事が万事これだと思ってまして、ゆるキャラだけじゃなくて、もういいかげん言い過ぎ

て世界遺産の担当さんからは嫌われていると思いますけども、百舌鳥・古市古墳群のロゴも、

それから世界遺産の写真も、いろんな写真やロゴが、いろんな種類が今でも堺市内でまだま

だあります。こういうことはそれぞれ現場で、これがいいん違うか、現場最適が行われ過ぎ

てるんじゃないかなと思っています。予算は、堺市の予算トータルでも、ほかの広報予算、

ほかのメーカーさんの広報予算から考えたら、ほとんどもうちっちゃい、ちっちゃい、ちっ

ちゃいレベルでありますから、せめて限りある資源は集中して投下をする、同じイメージで

発信をする、これが広報の大原則だと思いますので、ぜひそういう観点で、広報、ゆるキャ

ラだけじゃないですけども、考えていただきたいなと思いますので、これは議論喚起にとど

めます。 

横から、ハニワ課長もいるやんということですが、ハニワ課長、すばらしいと思ってます。

嫌われること、子どもたちに嫌われる面もあるというふうに聞いてますけど、ハニワ課長は

嫌われるゆるキャラ、子どもたちに余り好かれてないゆるキャラというのも全国各地にあり

ますから、そういうこともありかなというふうに思います。よろしくお願いします。 

さて、項目移りまして、市民憲章でございます。まず、大変恐縮ですが、市民憲章の条文、

御紹介いただけますでしょうか。 

○金本企画推進担当課長 市民憲章条文としては、次のとおりでございます。 

「わたくしたち堺市民は、たくましく働くことに喜びをもち、生産の向上につくします」。

１というのが最初にあります。１つ「教育に力をそそぎ、すぐれた文化のまちをつくりま

す」。１つ「愛と信頼をもって助けあい、平和で健康な生活をきずきます」。１つ「秩序を

重んじ、ひとに迷惑をかけないようにします」。１つ「心をあわせ、美しく清潔なまちづく

りにつとめます」。以上でございます。 

○西委員 では、これ、どのようなところで活用されてますでしょうか。 

○金本企画推進担当課長 活用されてるのは、例えば開庁記念式典や新規採用職員辞令交付式

などの市の行事のほか、自治連合協議会の定例会など、市以外の団体の行事でも朗読されて
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いるところです。そのほか、堺市の統計書、市勢要覧、市民オリンピックプログラム等の冊

子にも印刷、掲載されてるところでございます。また、全文を読み上げる朗読と後半の条文

だけを読み上げる唱和というような方法も、それぞれの行事ごとに定められているようでご

ざいます。以上でございます。 

○西委員 恥ずかしい話なんですけども、これはほかの議員さんと一緒になっちゃいけないの

で、僕１人だけにとどめますけど、議員になるまでこの市民憲章の存在よくわかってません

でした。成人式で聞いた以降、多分聞いたことがなくて、市民憲章を知りませんでした。 

先日、この質疑をするよということで、我が会派の木畑議員、渕上議員に感想を求めたら、

実は僕と同じことを彼らも言っていたわけでありますけれども、最初にこれ、議員になって

初めて聞いたときに、一言、古いと思いました。これ、残念ながらなんです。これをつくっ

てくださった皆さん、昭和３８年のときに非常に皆さんの御苦労でつくられたのはよくよく

承知をしています。それはすばらしいことだと思っています。ありがたいことだと思ってい

ます。でも、今の時代の感覚に少し合ってないんじゃないかなというふうに感じたのが率直

なところであります。 

今、私も出身校区の会長がこれを積極的に、熱心に行事で読まれるもんですから、何度も

唱和をさせていただいてますし、私、成人式の西区の副実行委員長ですので、これを読んで

くださいと参加者さんに言う側でもあります。読んでいただいてますけども、ちょっと残念

ながら古いなというイメージを持たざるを、古いというか、時代にマッチしているのかなと

いうふうに思わざるを得ません。 

そんな中で、市民憲章って本当に大事にされてるのかなと少し思っています。市民憲章調

べていくと、いろいろと、札幌市では非常に何周年式典、何周年記念冊子、地域会議、いろ

いろとされています。西区の自治連合協議会の皆さんは本当に大事にされておりまして、自

治連合協議会は、ごめんなさい、資料を先にこちらを提示します。自治連合協議会の概要を

見てますと、「市民憲章の理想実現を求める全市的組織です」と書いてあります。 

非常に大事にしていただいてありがたいなと思いますけれども、それ以外の分野で市民憲

章って本当に大事にされてるのかなと思って、別にこれだけで大事にされてないと断定をす

るつもりはありませんけども、グーグルで札幌市市民憲章と入れたときと堺市市民憲章と入

れたときの検索結果が全く違います。薄くなって、ちっちゃくなって恐縮ですけど、札幌市

はまず当然、公式ページで市民憲章のことを書かれています。順々に市民憲章出てきます。

でも、堺市で検索したらどうでしょう。全く堺市と関係ない、公益財団法人あしたの日本を

創る協会が一番上に出てきます。２番目も、さいたま市のページです、堺市の話なのに。３

番目、近畿地方の市民憲章、全然堺市のページが出てきません。ということは、市民憲章っ

てあんまり大事にされていないんじゃないかなと、断定はできませんけど、そう思わざるを

得ないなと思っております。 
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非常に恐縮ですが、どうしてもこれは通告なく認識をお聞きしたかったので、通告せずに

お聞きをしますが、市民憲章運動推進全国大会って御存じですか。参加の有無も含めて御存

じの範囲を、無通告であえてお聞きをして、知ってるか知ってないか教えてください。 

○金本企画推進担当課長 聞いたことがあるかもしれませんが、今のところすぐに出てきませ

ん。以上でございます。 

○西委員 済みません、公室長、御存じですか。 

○柴市長公室長 申しわけございません、私も存じておりません。 

○西委員 いや、意地悪なことをして大変恐縮なんですが、つまり、各この市民憲章運動推進

全国大会で検索をすると、さまざまな市の公式ページの中で、開催をしました、開催をしま

したと実はいっぱい出てくるんです。でも、堺市の中で、この全国大会にも全く、今、存在

の有無も参加の有無も、残念ながら記憶をなされていない現状があるのは、これ、責めるつ

もりじゃなくて、いろんな経過があってのことだと思います。そういう意味では、市民憲章

が少し市民から残念ながら離陸をし始めているんじゃないかと思わざるを得ません。 

自治連合協議会の皆さんは本当に熱心にやっていただいてるので、そこの自治連合協議会

にまつわる部分のところでは我々非常に接点があるんですけど、それ以外のところで離陸を

している。自分たちのものじゃなく、先ほど申し上げたみたいに、我が会派の２議員と私も

思いましたけども、少しちょっと我々の時代感覚とずれ始めてるなと。内容に普遍性がある

よという議論はあるかと思いますけども、もう少し言い方はあるんじゃないかなと。 

これ、市民憲章じゃないですけど、八重の桜で有名になった会津藩の什の掟です。９番目

の「戸外で婦人と言葉を交へてはなりませぬ」は、さすがに時代とはずれてますけれども、

その下に、それがなかった什もありますと書いてありますけれども、それ以外の項を見てる

と、実は、皆さん読んでいただくとわかると思いますが、そんなに感覚的ずれがないと思う

んです。そういうことも含めて、札幌市は途中改訂してますし、京都市も委員会を設置して、

このテーマを毎年議論されてるようであります。 

そういうことも含めて、市民憲章をもう少し時代マッチをしたことに市民参加で、我々が

こういう内容にせえというのはおかしな話だと思いますので、市民参加で議論喚起の中で、

ある何周年か記念すべき年に目がけてリニューアルをしていくということが、市民憲章を本

当に大事にしていくということと一致をするんじゃないかと思いますけど、いかがでしょう

か。 

○金本企画推進担当課長 この市民憲章が制定された昭和３８年当時におきましても、審議会

設けまして、多数の学識経験者や市民の方の意見募集を行って、１年がかりで制定しており

ます。 

市民憲章は、個々の価値観やライフスタイルが多様化してる中で、本来、個人的なもので

ある生活規範や努力目標といったものを市民全体の共通のものとしてまとめようとするとい
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うものでございまして、その意味でもある意味非常に難しいし、意義があるというふうに思

います。５０年以上経過した現在ではございますが、社会経済情勢の変化によりまして、違

和感を感じるという声があるという一方で、市民の中に一定根づいている現状もございます。 

今後、市民や議会の御意見や機運などを踏まえまして、見直しの必要性について調査研究

してまいります。 

○西委員 いろんな思いがこの市民憲章にあると思います。まずはこれを大事にしていただい

てる皆さんを大事にしながら、この内容を市民に●●●大事にしていけるように、ぜひ見直

しの有無の必要も含めて調査検討はお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

時間がなくなってまいりましたけれども、エレベーターの項目に移らせていただきたいと

思いますが、私、環境モデル都市の議論でもこれさせていただこうと思ったんですけど、４

階とか５階からエレベーターでこの本館を上がってくると、まず、８階までのエレベーター

に仮に乗ってしまうと、８階で乗りかえることになります。８階で１１階行きのエレベータ

ーを押そうとすると、１階からエレベーターが上がってきたりします。１人で２台ものエレ

ベーターを動かしてしまって本当に申しわけないし、エネルギー効率を悪化させてるなと思

って反省をするところであります。階段で行けよという話はあると思いますけれども。 

そんなこんなで、エレベーターの到達時間が非常に不効率になっているんじゃないかと。

これ、逆に、そのために低層階へ行こうという人たちにとっても到達時間が遅くなるという

ことが起きてるんじゃないかという懸念を覚えるわけでありますけれども、現状の運用どう

なってるか、お示しください。 

○比嘉総務課長 市役所本庁舎の本館中央エレベーターにつきましては、５基のうち３基が地

下１階から８階まで、残りの２基が地下２階から１２階までの運行となってございます。５

基の運用状況につきましては、１階のみ、８階までのエレベーターの呼びボタンと１２階ま

でのエレベーターの呼びボタンを分離いたしまして、目的階に応じたエレベーターに乗るこ

とができる運用としておりますけれども、２階以上のエレベーターの呼びボタンにつきまし

ては５基共通にいたしまして、５基のうち呼び出し階に最も早く到達するものを優先する運

用としてございます。以上でございます。 

○西委員 これまで、先ほど申し上げたような点について、改善の議論なされてますでしょう

か。 

○比嘉総務課長 エレベーターの運用の改善の経緯、経過でございますけれども、本館の開設

当初は、５基を１つのグループといたしまして、まとめて制御する管理運転を行っておりま

したけれども、稼働率が高くなるにつれまして、地下２階や、それから９階から１２階まで

の上層階に行きたいときに、８階までのエレベーターが到達してしまって、直接行けないケ

ースでありましたり、１２階までのエレベーターに乗りたくても、８階までのエレベーター
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が到達すると、呼びボタン、呼んでるボタンが消えてしまうというケースなどの課題が生じ

たところでございます。 

そのため、エレベーターの保守点検業者による運行状況や待ち時間などの交通量調査結果

を踏まえまして、本館設計業者と、それからエレベーターの保守点検業者による改善提案を

受けたところでございます。８階までのエレベーターと１２階までのエレベーターを完全に

分離して、別々に運用するということをしたことがございます。 

しかしながら、上層階に行こうとする際に、両方のエレベーターを呼ぶという無駄な呼び

出しが多く発生いたしまして、かえって運行効率の低下や待ち時間が長くなるという弊害が

生じたところでございます。 

改めて、本館設計業者及びエレベーターの保守点検業者に、より効率的な運用について改

善提案を求めまして、平成１７年３月に、１階の呼びボタンのみ分離し、２階以上のエレベ

ーターの呼びボタンにつきましては５基共通にするという、可能な限り早く移動できる運用

に改善いたしまして現在に至っているところでございます。以上でございます。 

○西委員 いろいろと改善努力をしていただいてることは評価しますけども、８階で交わされ

てる会話聞いていただいたら、もちろん言うまでもなく皆さん御存じのとおりですけど、非

常にこのエレベーター余り賢くないねという会話がされています。さらに、１階では両方押

して４階まで行かれる方が低層階用のエレベーターに乗って行ったら、高層階へ行くエレベ

ーターの上りボタンは押されっ放しで、来ても誰も利用する人がないということも１階でも

起きています。何か不効率なんですよね。 

具体的に改善提案、僕もいろいろ持ってますけど、これは委員会ですのであんまり細かく

は議論しませんが、もう一度ぜひ改善の努力をしていただいて、ある程度、せめて８階でそ

ういう会話がなされないということは１つの物差しだと思いますけども、そういう改善策を

ぜひ検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○比嘉総務課長 エレベーターの運用につきましては、今後とも運用状況を見ながら、保守点

検業者と相談するなど、より快適で効率的な運用となるよう、改善策を検討してまいりたい

と考えてございます。以上でございます。 

○西委員 ぜひ改善のお願いはさせていただきたいと思いますので、御検討のほど、よろしく

お願い申し上げたいと思います。 

最後の項目、時間がないので簡単にさせていただきたいと思いますけれども、予算の見え

る化ということで非常に頑張っていただいて、いろんなところでわかりやすく財政査定の現

状も示していただいております。 

道路維持については、去年も吉川大先輩もいろいろ議論されてましたし、私も議論させて

いただいてきたところでありますけれども、この道路維持の予算査定について、この間資料

を見ていたら、要求額は２５億２，５６８万円から査定額２４億９，０６８万円ということ
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で、減額を去年の予算査定時にされています。この理由お示しください。 

○坂本財政課長 委員お示しの平成２８年度予算の資料でございますけれども、一般道路維持

事業の査定理由でございますけれども、同種事業の契約金額などを勘案しまして、要求内容

を精査した上で予算を計上したところでございます。 

本事業の予算につきましては、道路施設の定期点検や調査など、道路の維持管理に関する

施策を充実させたこともありまして、平成２７年度当初予算額２１億４，００８万円と比較

しますと、３億５，０６０万円の増額となってございます。以上でございます。 

○西委員 増額を前年度よりも大分されてるということで、非常に評価をしたいと思って見て

いたわけであります。ここまで来たわけでありますけれども、先日、とある小学校区の連合

会長さん、校区の安全なところ、舗装が危ないところもあるということをおっしゃられて、

整備事務所とお話をされて、私もお話をさせていただきましたけれども、済みません、年度

末でもう予算足りないかもしれないんで、状況を見ながら、やれたら年度末。もちろん、こ

の状況だとやらなくちゃいけないと私たちも思いますけど、なかなか今予算足りませんとい

う話がありました。 

この状況について、もう少し予算が足りないんじゃないかと思いますけども、安全・安心

の確保とか市民ニーズに応じた予算編成、必要やと思いますが、見解をお願いします。 

○坂本財政課長 安全・安心の確保でありますとか多様化する市民ニーズなどに対応すること

の必要性は我々としましても認識をしておるところでございます。一方で、経営資源は限ら

れておりますので、費用対効果でありますとか施策・事業の優先順位を勘案しながら、経営

資源の最適配分を図っていくことが予算編成においては重要であると考えてございます。以

上でございます。 

○井関副委員長 西委員、発言時間が超過しておりますので、簡潔にお願いします。 

○西委員 済みません、これで終わります。 

本当にいろいろと頑張っていただいてるのはよくわかります。そして、限られてるパイの

中で維持管理の割合を上げていただいてるのもよくわかっています。そういった意味で、さ

らに引き続きその取り組み、前に進めていただくことをお願いして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 


